
報告第２号 
 
 

令和７年度伊丹市モーターボート競走事業会計に弾力条項を適用したことの報告について 
 
 
売上増加により開催に必要な経費に不足を生じたので，令和７年度伊丹市モーターボート競走事業会計に，地方公営企業法（昭和２７

年法律第２９２号）第２４条第３項の規定に基づき，令和８年３月８日弾力条項を適用した。 
よって，同項の規定に基づき，議会に報告する。 

 
記 

 
令和７年度伊丹市モーターボート競走事業会計弾力条項適用予算 

 
別記のとおり 

 
令和８年３月２５日提出 

 
伊丹市長  中 田  慎 也 
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（総  則）

第１条 令和７年度伊丹市モーターボート競走事業会計の弾力条項適用予算は，次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和７年度伊丹市モーターボート競走事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額に次のとおり弾力条項を

適用する。

(科  　　目） (既決予定額） (弾力条項適用額） (計）

  第１款 モーターボート競走事業収益 23,675,699千円 2,600,000千円 26,275,699千円

    第１項 営 業 収 益 23,650,364千円 2,600,000千円 26,250,364千円

  第１款 モーターボート競走事業費用 23,152,766千円 1,570,752千円 24,723,518千円

    第１項 営 業 費 用 22,841,272千円 1,570,752千円 24,412,024千円

令和７年度  伊丹市モーターボート競走事業会計弾力条項適用予算

収　　　　　入

支　　　　　出
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（単位：千円）

節 金  額

1
26,275,699 23,675,699 2,600,000

26,250,364 23,650,364 2,600,000

（単位：千円）

節 金  額

1 24,723,518 23,152,766 1,570,752

24,412,024 22,841,272 1,570,752

1 開 催 費 22,589,444 21,018,692 1,570,752 払 戻 金 1,234,800

 第1号交付金 47,786

 第2号交付金 43,374

競 走 法 第 30 条
交 付 金

30,864

委 託 料 78,650

賃 借 料 62,348

使 用 料 72,930  中央情報処理センター利用料

備  考

モーターボート
競 走 事 業 費 用

1 営 業 費 用

 電話投票舟券払戻金

競 走 法 第 25 条
交 付 金

91,160

 日本モーターボート競走会交付金

 電話投票事務委託料

 競走場借上料

支      出

款 ・ 項 目
変　更
予定額

既　決
予定額

弾力条項
適 用 額

各     目    明     細

モーターボート
競 走 事 業 収 益

1 営 業 収 益

舟 券 発 売 金 2,600,000  電話投票舟券発売金1 開 催 収 益 24,238,400 21,638,400 2,600,000

令和７年度　伊丹市モーターボート競走事業会計弾力条項適用書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収      入

款 ・ 項 目
変　更
予定額

既　決
予定額

弾力条項
適 用 額

各     目    明     細

備  考
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